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注 1該 当する□には、レ印を記入してください。特定寄業者以外で自主接加される事業者の方は、レ印の記入は不要です。
2「 基神年度Jと は,十画期間の前年度を、 「日4F年度Jと は計阿獅間の最終年度をいいます。

3「 車業所等排出区分Jと は 穴 tl店内のHI米所等の守非活動のためのエネタレギーの使用に十い発生する温章効果ガスを、 「tun送車両排出区分J
とは、自動車運送事業者については■用の本挺の位置を京都市内とするヽ河の排出する温室効果〃スを 飲 道事業者については保有する貨物車
両又は旅客車両の排出するほ宣効果ガスを 「その他lll山区分」とは、上記以外の京都府内における芋米所争の事業活動に作い発生するほ室幼
呆メスをいいます。

4 「特定事項Jに は 平 成 2年度 (1990年 度)を 基準としたtlt出との対比やエネルギー原単位C02排 lH曇、省エネ製品開発など他社の温室
初米ノネ排出削減への文献、グリーン願達の採用、特定フ。ンなどの条例指定外のl■室劾果ガスの削競などを記入してください。

特定事業者の圭
たる業種 自動車部品製造

該当する事業者
要件

▼ 京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第1号該当事業者 (大規模エネルギー使用事業者 (原油に換算
して1,500キロリットル以上))
京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第2号又は第3号該当事業者 (大規模運送事業者 (トラックスは
バス100台以上/タ クシー150台以上/鉄 道車両150両以上)
京都府地球温暖化対策条例施行規則第 10条 第4号該当事業者 (その他の温室効果ガスの大規模排出事業
者 (二酸化炭素に換算して3.000トン以上))

ｒ

　

Ｆ

計 画 期 間 平成 18年 4 月 平成 20年 3 月

基 本 方 針 省資源 ・省エネルギー。廃柔物夢「出量の削減。環境汚染の末然防止と環境負荷物質の低減。関連する環境法
規制及び協定事項等の連守。地域社会との環境調和。

推 進 体 制 統拾環境管理責任意 を委員長とした環境マネージメン ト委員会により実施計画の策定、毎月の進捗管理シス
テムを構築する。

年度 ごとの具裕
的な取組及び推
置

18-19 設備改善
主な製造 ・空調 ・照明設備に対 し、高効率設備へ切蓉 インヽ

す―夕制御 集 約化等に
より省エネに取り組む。全社のC02材F出量に対 して29の %削減効果ハ

18-19 運用改善 , F t t「仰 。障明 空 調器について、適切な運用を行 う。全社のC02,F出産に対 して
0 7略の削林就,オ,鷺ハ

工法改善 研腺 罰う・抗陥 につ い て、工程 の改 善 を行 ,。 全社 のC02ヨ「出量 に対 して0等 の島U源
効果ハ

18-19 操業調整 誠備の稼動効率を上げる。 また新設備へ移行 させ る。 工 程の
出来る設備を救去するハ全社のC02排出まに対 して0財 の削減女

己直 しをこより省口各
1 果n

18～ 19 その他の省珠活動
事務所集約による消費電力のlEt滅。AIR漏れ を低減 させ る。全社のC02りF出量に対
して01略の削減効果、

温三効果ガスの

排出量等 排出区分
基jF年度 く実績'

(17)年 度
〈二駁化炭素換算 〈t))

目棟年度 (計画)
(19)年 度

(二醸化炭素壊算 (t)) 般的的A事 業所等排出区分 9,918  t 9,420  t -50 %

B輸 送車両排出区分 t t %

cそ の他排出区分 t | %

づ:出合計 1               9,918  t =2             9,420  t -50 %

その他の地球温

暖化対策による
温室効果ガスの

削減量等

対策等の区分
目標年度 (計画)

てこ酸化炭素換算 (ヒ

森林の保全及び| (せお面積) (吸収8) t

府内産の木材の! (利用曇) m' (由Ⅲ減ま) t

自然エネルギーを利用 した電
力文は熱の供給

(売電曇) kHh (出Ⅲ務畳) t

(熱供糟よう (削減曇) t

グリーン電力の購入 (購入な) 文vb (削減と) t

肖」滅畳等合計 t

差引排出量

(排出合El―副競年合計)

基ま 目標年度 (計画) 削減率 (計画)
ネ1              9,918  t (セ)(やり           9,420  t -5 0  %

特 記 事 項 1会 社員が 'サントル基本理念、環境方針J に基づいて環境活動に取り組んでいます。
21990年 においては、工和キtとして重油 灯油を使用していましたが、現在ではC02排 出係数の低い電気・都市ガスに切替
サンエル全エネルキtの 99皓を占めています。

3内 燃式フォークリフトの更新時は電効式の採用を1演討します。社用車は工」カーを採用します。
4太 陽電池用ノーフイヤーの製造、ハイ7・ルト車用ハとツを製造しています。
5ヒートアイラント

・
防止の為、と"屋 上は緑地化を実施しています。また外壁工事に伴い、工場内の緑ltイヒに取り組んでいます。

6営 業部門では、 自 動車のアイト
・
,ンクストップを推進じていますハ

究絡連 署部当担

担 当 者 氏 名

所住
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